
 

 

原規規発第 2003162 号 

令和２年３月１６日 

 

中部電力株式会社 

代表取締役社長 社長執行役員 勝野 哲 殿 

 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

浜岡原子力発電所において用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の

確認（浜岡原子力発電所１号原子炉施設及び浜岡原子力発電所２号原子炉施設

の廃止措置第２段階で発生する解体撤去物の一部のうち１．８トン分）につい

て 

 

 

令和元年１１月１日付け本浜岡発第１０８号をもって申請のあった標記の件については、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第

６１条の２第１項の規定に基づき確認しました。 

 


